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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
基本方
針

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用
者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を
把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生
活の質の向上を図るものでなければならない。
※継続的な指導等の必要のない人、独歩で家族・介助者等の助けを借りずに

通院ができる人などに対しては、安易な算定はできません。
一般原
則

指定居宅サービス事業者は，サービス提供に当たっては，介護保険法（以
下「法」と表記）第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その
他必要な情報を活用し，適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

従業者
の員数

〈病院または診療所〉
①医師または歯科医師･･････１以上
②薬剤師、歯科衛生士（㊟)または管理栄養士･････提供サービスに応じた

適当数
（㊟)歯科衛生士に相当するサービスを行う保健師、看護師、准看護師を含む

〈薬局〉薬剤師･････１以上
※各区分において基準に示されていない職種のサービス提供はできません

基本方針、人員・設備の基準

◆関連情報の活用とPDCAサイクルの推進 〔解釈通知〕
※情報活用により、事業所単位でPDCAサイクルを構築・運用することにより、

サービスの質の向上に努めること。この場合、「科学的介護情報システム
（LIFE：Long-term care Information system For Evidence）」に情報を提
出し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい。

☆指定基準とは
介護保険サービスは、サービス種類ごとに定められた事業運営の基準

（指定基準）を満たすものとして指定等を受けた事業所・施設しか提供
できません。 基準には、サービス提供の前提となる人員基準・設備
（施設）基準と、サービス提供の実際についての運営基準があります。
これらの基準は、国が厚生労働省令で定めたものと、指定権者（岡山
市）が条例で定めた独自基準があります。

この基準に違反すると、介護報酬の減算や行政処分の対象になる場合
があります。介護保険サービス事業者として、指定を受けた後でも常に
この基準を遵守してサービス提供を行ってください。

居宅療養管理指導は保険医療機関・保険薬局であれば、介護保険の指
定（介護予防）居宅療養管理指導事業所として指定があったものとみな
されますが、事業運営にあたっては基準の順守が必要です。
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居宅療養管理指導
運営の基準
項目 基準の概要、注意事項

設備及
び備品

病院、診療所又は薬局で、必要な広さ、設備及び備品等

内容及
び手続
の説明
および
同意

事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ
の家族に対し、運営規定に関する規程の概要、職員等の勤務の体制その他の
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を
交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけれ
ばならない。
※重要事項を記した文書（重要事項説明書）には、運営規定の概要、従業者

の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制など、利用申込者がサー
ビスを選択するために事項についてわかりやすく記載してください。なお、
運営規程の記載内容と相違ないように注意してください。

※説明を行う際には、まず重要事項説明書を交付し、重要事項の説明をわか
りやすい言葉を使って行ってください。利用申込者等がサービス提供を希
望した場合には、サービス提供前に書面による同意を得てください。

※利用申込者の同意は、利用者及び事業者双方の保護の立場から書面によっ
て確認することが望ましいとされています。

※利用者又は家族から申し出があった場合には、重要事項説明書を文書出力
可能な電子ファイル等で提供することができます。

提供拒
否の禁
止

事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。

サービ
ス提供
困難時
の対応

主治医、居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定居宅療養管
理指導事業者を紹介する等、必要な措置を速やかに講じなければならない。

受給資
格等の
確認

サービスの提供に際しては、利用希望者の被保険者証により、被保険者資
格、要介護認定の有無及び有効期間を確かめること。
※被保険者証に、認定審査会意見が記載されている場合は、配慮してサービ

スを提供を行ってください。
※更新時期は特に介護保険負担割合証の負担割合の変更にご注意ください。

心身の
状態の
把握

サービスの提供にあたっては、指定居宅介護支援事業者が開催するサービ
ス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、服薬歴、その置かれ
ている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に
努めなければならない。

◆正当な理由とみなされる例〔解釈通知〕
・事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合
・利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合
・利用申込者の病状等により適切な居宅療養管理指導の提供が困難な場合
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
支援事
業者等
との連
携

介護支援専門員に対して必要な情報提供を行うとともに、サービスの終了
に際しては、関係機関との密接な連携に努めること。

計画に
沿った
サービ
ス提供

居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った 居宅療養管
理指導を提供しなければならない。
※居宅サービス計画と各事業所が作成した薬学的管理指導計画、栄養ケア計

画等、また、提供するサービスの内容が整合したものでなければいけませ
ん。

身分を
証する
書類の
携行

訪問の際には事業所の医師等である旨の証明書を携行させ、利用者等から
求められた場合は提示すること。

サービ
スの提
供の記
録

〇サービスを提供した際には、提供日及び内容等を、書面に記載しなければ
ならない。

〇利用者からの申出があった場合には、提供した具体的なサービスの内容等
について文書の交付その他適切な方法により提供しなければならない。

※「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載する
などの方法です。

※サービス提供の記録は、提供開始時間、終了時間、具体的な内容、利用者
の心身の状況などを記録すること。介護報酬請求の根拠となるため、記録
がない場合は請求できません。

利用料
等の受
領

〇利用料のほか、サービスの提供に要する交通費の支払を利用者から受ける
ことができる。

〇交通費の発生するサービス提供に際しては、あらかじめ、利用者又はその
家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意
を得なければならない。

基本取
扱方針

〇指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資
するよう、計画的に行われなければならない。

〇指定居宅療養管理指導事業者は、多様な評価の手法を用いてその提供する
指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければな
らない。（岡山市独自基準）

※多様な手法とは様々な視点から客観的にサービスの質の評価を行い，より
良いサービスを提供することを目的とするもので、具体的には利用者や家
族へのアンケートなどの手法があげられます。

運営の基準

◆身分証〔解釈通知〕
事業所の名称、氏名を記載するものとし、写真や職能の記載が望ましい。

-3-



居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
具体的
取扱方
針

〈共通〉
〇当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得
ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。（Ｒ６改正）

〇やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
（Ｒ６改正）

〇必要に応じ、利用者が成年後見制度を活用することができるように支援し
なければならない。（岡山市独自基準）

〈医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導〉
〇訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ
継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者
に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はそ
の家族に対し、サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての
指導、助言等を行う。

〇利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、
利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすい
ように指導又は助言を行う。

〇指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付する
よう努めなければならない。

〇療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又
は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合
は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計
画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を、原則とし
てサービス担当者会議に参加することにより行う。（参加が困難な場合は、
情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付する。）

〇提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録す
る。

運営の基準

◆身体拘束等について〔解釈通知〕
緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要

件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極め
て慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要で
ある。
※岡山市居宅条例第９９条第２項の規定（岡山市独自基準）に基づき、当該記

録は、５年間保存してください。

【参考：相談窓口】

岡山市成年後見センター（社会福祉法人岡山市社会福祉協議会）

岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 岡山市保健福祉会館9階 ℡：086-225-4066
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
具体的
取扱方
針

〈薬剤師の行う居宅療養管理指導〉
〇医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師は、医師又は歯科医師の指示に基
づき策定した薬学的管理指導計画（ ☞P28 ）に基づき、利用者の心身機
能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適
切に行う。

〇提供は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養
上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

〇常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に
努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。

〇療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又
は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合
は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計
画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を、原則とし
てサービス担当者会議に参加することにより行う。（参加が困難な場合は、
情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付する。）

〇提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成
するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

〈 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導〉
〇医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、

居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
〇指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよ
うに指導又は説明を行う。

〇常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に
努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。

〇提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成
するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

〈共通〉
※理解しやすいように指導又は説明するためには、話す速さを相手にあわせ
たり、通じにくい専門用語を使わないなどの工夫をお願いします。

※玄関で薬やメニュー表を渡しただけのような内容では、居宅療養管理指導
サービスとは認められません。

管理者
の責務

〇従業者の管理及びサービス利用申込にかかる調整、業務の実施状況の把握
その他の管理を一元的に行う。

〇従業者に「運営に関する基準」を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
※管理者は責務として、サービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切

に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行う必要があるため、
他の業務を行う場合は、本来業務に支障がないよう留意してください。

※従業者に遵守させるため必要な指揮命令を行うためには、管理者は条例・
赤本等を熟読することなどにより「運営に関する基準」について十分理解
しておくことが必要です。

運営の基準
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
運営規
定

〇運営規定に記載が必要な重要事項
・事業の目的及び運営の方針
・従業者の職種、員数及び職務の内容
・営業日及び営業時間
・指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
・通常の事業の実施地域
・事故発生時等における対応方法
・虐待の防止のための措置に関する事項（R9.3.31まで努力義務）
・成年後見制度の活用支援
・苦情解決体制の整備
・その他運営に関する重要事項

※利用者に説明・交付する重要事項説明書と運営規程の内容に齟齬がないよ
うご注意ください。

※従業者の員数は、「○人以上」と記載しても差し支えありません。重要事
項説明書についても同様です。

勤務体
制の確
保等

〇事業所ごとにその従業者によってサービスを提供し、従業者の勤務の体制
を定めておかなければならない。

〇従業者等の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修
を実施しなければならない。

〇従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。
〇職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が
害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ
ばならない。（ハラスメント防止）

※従業者の資質向上のために、研修計画を作成，当該計画に従った研修の実
施を義務付け、また、安定した事業運営のために、計画的な人材育成を事
業者の努力義務としています。（岡山市独自基準）

※勤務表は、事業所ごと、全ての従事者について、原則として月ごとに作成
し、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関
係等を明確にしたものとしてください。

運営の基準

◆ハラスメントの防止のための措置 〔解釈通知〕
事業者が講ずべき措置の具体的内容

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主が講じることが望ましい取組
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
②被害者への配慮のための取組
（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）
③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等状況に応じた取組）

※参考：「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員
向け）研修のための手引き」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
業務継
続計画
の策定
等
（R9.3.3
1まで努
力義務）

〇感染症や非常災害の発生時には、利用者に対するサービスの提供を継続的
に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務
継続計画を策定し、計画に従い必要な措置を講じなければならない。

〇従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施しなければならない。

〇定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行うものとする。

※業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については事業所に実施が求め
られるものですが、感染症の予防及びまん延の防止のためのものと一体的
に実施することも差し支えありません。また、他のサービス事業者との連
携等により行うことも差し支えありません。

※想定される災害等は地域によって異なることから、項目については実態に
応じて設定してください。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的
に策定することも可能です。さらに、感染症にかかる業務継続計画と感染
症の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する
項目を適切に設定している場合には、一体的に策定しても構いません。

※研修は、業務継続計画の具体的内容を全ての職員間に共有するとともに、
平常時の対応の必要性や、緊急時の対応の理解の励行を行うものとします。

※職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育
を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。
また、研修の実施内容についても記録してください。

※訓練（シミュレーション）においては、発生時において迅速に行動できる
よう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、実践するケア
の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものです。

運営の基準

◆業務継続計画の策定等〔解釈通知〕
業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。

イ 感染症に係る業務継続計画
・平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備
蓄品の確保等）
・初動対応
・感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係
者との情報共有等）

ロ 災害に係る業務継続計画
・平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停
止した場合の対策、必要品の備蓄等）

・ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
・ 他施設及び地域との連携
【参考：厚生労働省ホームページ】

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000817384.pdf
「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
衛生管
理等

〇従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければな
らない。

〇事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
〇事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措

置を講じなければならない。
①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
電話装置等の活用も可）をおおむね６月に１回以上開催し、その結果に
ついて、従業者に周知徹底を図ること。

②感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を
定期的に実施すること。

※まん延が危惧される感染症の種類ごとに準備が必要です。
※テレビ電話装置等とはWeb会議等の手法であり、一堂に会して行わなくて

も差し支えありません。

運営の基準

◆感染症の予防及びまん延の防止のための措置 〔解釈通知〕
感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的

には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事
業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により
行うことも差し支えない。

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
・当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を
含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識
を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。
構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を
決めておくことが必要である。委員会は、利用者の状況など事業所の状況に
応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行
する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。

・委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。こ
の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個
人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

・委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す
ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、
他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

【参考：厚生労働省ホームページ】

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
衛生管
理等

運営の基準

◆感染症の予防及びまん延の防止のための措置 〔解釈通知〕

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
・事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平
常時の対策及び発生時の対応を規定する。

・平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにか
かる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生
状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市における事業所関係課
等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時にお
ける事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記して
おくことも必要である。

・それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策
の手引き」を参照されたい。

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

・研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発すると
ともに、事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励
行を行うものとする。

・職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育
（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施す
ることが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要で
ある。

・研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向
上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支え
なく、当該事業所の実態に応じ行うこと。

・平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、
訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。
訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対
応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染
対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。

・訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地
で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

【参考：厚生労働省ホームページ】

「介護現場における感染対策の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaig

o_koureisha/taisakumatome_13635.html
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
掲示 〇事業所の見やすい場所に、重要事項に関する規程の概要、従業者等の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事
項を掲示しなければならない。

〇重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも
関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。

〇原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
【R7.4.1から義務化】

※掲示は、利用申込者等来訪する場所に見やすいよう工夫して行うこと。な
お、 掲示が困難な場合には、利用者等誰もが閲覧できるように、ファイル
等に入れて、備え置きすることも可能です。

※従業者の勤務体制は、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣
旨であり、氏名の掲示までは必要ありません。

※ウェブサイトとは、法人のホームページ等をいいます。ホームページ等を
有さず、掲載が過重な負担となる場合を除き、原則として重要事項を当該
事業者のウェブサイトに掲載しなければなりません。

秘密保
持等

〇従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の
秘密を漏らしてはならない。

〇事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た
利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな
ければならない。

〇事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場
合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の
同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

※過去に従業者であった者が、正当な理由がなく個人情報を漏らすことがな
いよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨
を従業者の雇用時等に、例えば違約金についての定めなどを取り決めるな
どしてください。

※サービス担当者会議等では、利用者だけでなく利用者のご家族の個人情報
を用いることも想定されるため、利用者の個人情報は利用者に、ご家族の
個人情報はご家族の方に、それぞれ同意を得ておいてください。そのため
に同意書の署名欄には利用者家族の欄も設けておいてください（利用者欄、
利用者の代理人欄、ご家族欄の３つの欄）。

運営の基準
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
苦情処
理

〇苦情を受け付けるための窓口を設置し、苦情を受け付けた場合には、その
苦情の内容等を記録しなければならない。

※記録の保存は５年です。（☞P 15）
〇事業者は、苦情について市からの文書等の提出や質問・調査照会に対して

は協力しなければならないとともに、指導・助言を受けた場合は、必要な
改善を行い、求めがあればその改善結果を市に報告しなければならない。

※苦情がないという事業所も見受けられるが、些細なものでも丁寧に汲みあ
げ、原因の分析・再発防止のための取組等を検討し、サービスの質の向上
に向けた取り組みにつなげることが必要です。

地域と
の連携
等

〇利用者からの苦情に関して市町村が派遣する者が相談及び援助を行う事業
その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

〇サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して
サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対し
てもサービスの提供を行うよう努めなければならない。

※地域包括ケアの推進の観点からも、特定の建物のみなどでサービス提供を
限定しないように努めてください。

事故発
生時の
対応

〇サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、指
定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ
ばならない。

〇事故の状況及び採った処置について記録し、保存しなければならない。
※記録の保存は５年です。（☞P 15）
〇賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。
※事故が発生した場合は、岡山市介護保険事故報告事務取扱要綱に基づき速
やかに市の担当課に報告してください。

参考：https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007638.html
※賠償すべき事故が発生した場合において、速やかに賠償するため、損害賠

償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい。

運営の基準
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
虐待の
防止
（R9.3.
31まで
努力義
務）

〇虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用も
可）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図ること。

〇虐待の防止のための指針を整備すること。
〇従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
〇担当者を置くこと。

※岡山市では、岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関
する基準等を定める条例第３条（指定居宅サービスの事業の一般原則）第
４項において、虐待防止責任者の設置と研修の実施は平成24年度から努力
義務としています。（岡山市独自基準）

運営の基準

◆虐待の防止 〔解釈通知〕
○虐待の未然防止

事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービ
ス提供にあたる必要があり、研修等を通じて、従業者に理解を促す必要がありま
す。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者として
の責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要です。
○虐待等の早期発見

従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやす
い立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に
対する相談体制、市の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、
利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市への虐待の届出につ
いて、適切な対応をしてください。
○虐待等への迅速かつ適切な対応

虐待が発生した場合には、速やかに市の窓口に通報される必要があり、事業者
は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査
等に協力するよう努めてください。

【「家庭での養護者からの虐待」についての担当窓口】

岡山市保健福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課 管理担当

電話：086-803-1246
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
虐待の
防止
（R9.3.
31まで
努力義
務）

運営の基準

◆虐待の防止 〔解釈通知〕 続き
前頁の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合

はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施してください。

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会
・虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を

確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職
種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定
期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員として積
極的に活用することが望ましい。

・虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なもの
であることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき
情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要で
ある。

・虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設
置・運営することとして差し支えない。また、他のサービス事業者との連携
等により行うことも差し支えない。

・テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際、個人情報保護委員
会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」等を遵守すること。

・具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで
得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、
従業者に周知徹底を図る必要がある。

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切

に行われるための方法に関すること
ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実

な防止策に関すること
ト 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

② 「虐待の防止のための指針」の整備
盛り込むべき項目

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項
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居宅療養管理指導

基準の
項目 基準の概要、注意事項

虐待の
防止
（R9.3.
31まで
努力義
務）

運営の基準

◆虐待の防止 〔解釈通知〕 続き

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
・研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を

普及・啓発するものであるとともに、②の指針に基づき、虐待の防止の徹底
を行うものとする。

・職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指針に基づい
た研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するととも
に、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要であ
る。

・研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事
業所内での研修で差し支えない。

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
・指定居宅療養管理指導事業所における虐待を防止するための体制として、

①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くこと
が必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の
従業者が務めることが望ましい。

〔参考〕R3介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）

問３ 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業
者が１名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の
開催や研修を定期的にしなければならないのか。

【回答】虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との
連携を密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施し
ていただきたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られ
にくい環境にあることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。

例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数
事業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協
力を得て開催することが考えられる。

研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員
会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業
所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
会計の
区分

指定居宅療養管理指導事業とその他の事業の経理・会計を区分すること。
※病院や薬局などの他の事業や他の介護サービス事業所等と経理・会計を区
分すること。

記録の
整備

利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完
結の日から５年間保存（岡山市独自基準）しなければならない

・身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由の記録

・提供した具体的なサービスの内容等の記録
・市町村への通知に係る記録
・勤務の体制等の記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
・介護給付及び利用料等に関する請求及び受領等の記録

※「完結の日」とは、個々の利用者につき、契約の終了（契約の解約・解除、
他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービ
ス提供が終了した日を指します。

運営の基準
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
電磁的
記録等

作成、保存その他これらに類するもののうち、条例（基準）の規定におい
て書面（書面、書類、文書等情報が記載された紙その他の有体物）で行うこ
とが規定されている又は想定されるもの（被保険者証に関するものを除く）
については、書面に代えて、電磁的記録により行うことができる。

雑則

◆電磁的記録 〔解釈通知〕
書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、居宅条例で規定す

る書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁
的記録により行うことができることとしたものである。

（１）電磁的記録による作成は、以下のいずれかの方法によること。
・事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
・磁気ディスク等をもって調製する方法

（２）電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。
・作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
・書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的

記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気
ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

（３）その他、居宅条例において電磁的記録により行うことができるとされ
ているものは、（１）及び（２）に準じた方法によること。

（４） また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働
省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ
ンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」等を遵守すること。

【厚生労働省ホームページ】
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
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居宅療養管理指導

項目 基準の概要、注意事項
電磁的
記録等

交付、説明、同意、締結その他これらに類するもののうち、条例（基準）
の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについ
ては、相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気
的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によ
ることができる

雑則

◆電磁的方法 〔解釈通知〕
書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、

承諾、締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承
諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができることとしたものであ
る。

（１）電磁的方法による交付は、居宅条例の「内容及び手続の説明及び同
意」の規定（ ☞P2）に準じた方法によること。

（２）電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の
意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ
（令和２年６月１９ 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。

（３）電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確
にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活
用することが望ましい。なお、「押印についてのＱ＆Ａ(令和２年６月１９
日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。
〔参考〕https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf

（４）その他、居宅条例において電磁的方法によることができるとされてい
るものは、（１）から（３）までに準じた方法によること。ただし、居宅条
例等の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従う
こと。

（５）また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
等を遵守すること。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
端数処理
について

〇単位数算定の際の端数処理
基本となる単位数に加減算の計算（割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、

小数点以下の端数処理（四捨五入）をう。従って、絶えず整数値に割合を乗じ
ていく。

ただし、特別地域加算（☞P20）等の支給限度額管理対象外となる加算つい
ては、対象となる単位数の合計に当該加減算の割合を乗じて算定する。

〇金額換算の際の端数処理
算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の

端数については、「切り捨て」とする。
なお、サービスコードは、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成し

ており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。
サービス
種類相互
の算定関
係

○認知症対応型共同生活介護や特定施設入居者生活介護等の施設入所者も算定で
きるが医師の配置義務がある介護老人福祉施設や介護老人保健施設入所者には
算定できない。

○短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、訪問介護
費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理
指導費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応
型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対
応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は算定しな
い。

○同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの
所定単位数は算定できない。（利用者不在時の訪問サービスの取扱いについて
は、当該時間帯に通所サービスを利用するかにかかわらず、同様である。）

施設入所
日及び退
所日等に
おける居
宅サービ
スの算定

○介護老人保健施設もしくは介護医療院の退所（退院）日、又は短期入所療養介
護のサービス終了日（退所・退院日）については、訪問看護費、訪問リハビリ
テーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定でき
ない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設や短期入所サー
ビスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えるという趣旨。

○入所（入院）当日であっても、入所（入院）前に利用する訪問・通所サービス
は別に算定できる。ただし、入所（入院）前に通所介護又は通所リハビリテー
ションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。

居宅療
養管理
指導費
共通事
項

居宅サービス単位数表に関する通則

通院が困難な利用者について〔老企36 第2の6（1）〕
居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、

定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等の必要が
ないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならない。例えば、少
なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができるものなどは、通
院は容易であると考えらえるため、居宅療養管理指導費は算定できない（やむ
を得ない事情がある場合を除く。）。

※ 利用者の居宅以外で提供したサービスについて算定はできません。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
居宅療
養管理
指導費
共通事
項

居宅療養管理指導

単一建物居住者の人数について〔老企36 第2の6（2）〕
居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち、同一月に

おける以下の利用者数を「単一建物居住者の人数」という。

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢
者向け住宅、マンションなどの集合住宅に入居・入所している利用者

イ （介護予防）小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、（介
護予防）認知症対応型共同生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限
る。）などのサービスを受けている利用者

・ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、
それぞれのユニットにおいて、算定する人数を、単一建物居住者の人
数とみなすことができる。

・１つの居宅に対象となる同居する同一世帯の利用者が２人以上いる場
合は、利用者ごとに「単一建物居住者が１人の場合」を算定する。

・当該建築物において利用者数が戸数の10％以下の場合、又は当該建築
物の戸数が２０戸未満であって利用者が２人以下の場合には、それぞ
れ「単一建物居住者が１人の場合」を算定する。

〔参考〕H30介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.４）
【問4】居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居

住者の人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定は。

〔答〕 利用者が死亡する等の事情により、月の途中で人数が減少する場合は、当月に
居宅療養管理指導を実施する当初の予定の人数に応じた区分で算定する。

また、利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で人数が増加する場合
は、① 当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者については、当初の予
定人数に応じた区分により、② 当月に転居してきた利用者等については、当該

転居してきた利用者を含めた、転居時点における居宅療養管理指導の全利用者数
に応じた区分により、それぞれ算定する。なお、転居や死亡等の事由については
診療録等に記載すること。

例えば、同一の建築物の１０名に居宅療養管理指導を行う予定としており、１
名が月の途中で退去した場合は、当該建築物の９名の利用者について、「単一建
物居住者１０名以上に対して行う場合」の区分で算定する。

また、同一の建築物の９名に居宅療養管理指導を行う予定としており、１名が
月の途中で転入した場合は、当初の９名の利用者については、「単一建物居住者
２人以上９人以下に対して行う場合」の区分で算定し、転入した１名については、
「単一建物居住者 10名以上に対して行う場合」の区分で算定する。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
居宅療
養管理
指導費
共通事
項

〇特別地域（介護予防）居宅療養管理指導加算
厚生労働大臣が定める地域（P40）に所在する事業所
①単位数

1 回につき所定単位数の 100 分の 15
②算定要件

厚生労働大臣が定める地域に事業所が所在。
③注意事項等

情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合（薬局）は指導の場合は
算定しない。

〇中山間地域等における小規模事業所加算
厚生労働大臣が定める地域（P40）に所在し、1 月当りの延訪問回数が 50 回以

下（介護予防は５回以下）の事業所
①単位数

1 回につき所定単位数の 100 分の 10
②算定要件

厚生労働大臣が定める地域に事業所が所在。
③注意事項等

延訪問回数は前年度（３月を除く。）の 1 月当りの平均延訪問回数、前年度
実績が 6 月に満たない事業所については、直近の 3 月における 1 月当たりの
平均延訪問回数です。
利用者に事前に説明を行い、同意を得てください。
情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合（薬局）は算定できませ

ん。
※３月には必ず、４月から２月までの１月当りの平均延訪問回数を計算し次
年度に加算算定が可能か確認してください。
※居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導それぞれで確認をお願いし
ます。
※算定要件を満たさない場合は、速やかに加算の取下の届出をしてください。

〇中山間地域等の居住者へのサービス提供加算
利用者が、通常の事業の実施地域を超えて、厚生労働大臣が定める地域

（P40）に居住。
①単位数

1 回につき所定単位数の 100 分の５
②算定要件

利用者が厚生労働大臣の定める地域に居住。
③注意事項等

交通費の支払いを受けることはできません。

居宅療養管理指導

体制届必要

体制届必要
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
居宅療
養要管
理指導
費

医師が行う場合
（１）居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（一）単一建物居住者１人に対して行う場合 515単位
（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 487単位
（三）（一）及び（二）以外の場合 446単位

（２）居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（一）単一建物居住者１人に対して行う場合 299単位
（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 287単位
（三）（一）及び（二）以外の場合 260単位

※医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居者等医学総合管理料
を算定する利用者に対して、居宅療養管理指導を行った場合は、居宅療養管理
指導費（Ⅱ）を算定します。

〈医療保険との調整〉
※同一月において、医師による居宅療養管理指導費を算定している場合、診療情

報提供料（Ⅰ）の注２（保険医療機関から市町村又は指定居宅介護支援事業者
等への保健福祉サービスに必要な情報提供）及び注３（保険医療機関から保険
薬局への在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報提供）、歯科医療機関連携加
算は算定できない。

歯科医師が行う場合
（１）単一建物居住者１人に対して行う場合 517単位
（２）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 487単位
（３）（１）及び（２）以外の場合 441単位

〈医療保険との調整〉
※同一月において、歯科医師による居宅療養管理指導費を算定している場合、歯

科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料、診療情報提供料（Ⅰ）の注２（保険
医療機関から市町村又は指定居宅介護支援事業者等への保健福祉サービスに必
要な情報提供）及び注６（保険医療機関から老人性認知症センター等への患者
の紹介）、歯科疾患在宅療養管理料並びに在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料は算定できない。

居宅療
養要管
理指導
の内容

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業
所の医師又は歯科医師が、利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学
的管理（歯科医学的管理）に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画
の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。）
並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介
護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、
1月に２回を限度として所定単位数を算定する。

医師又は歯科医師が行う居宅療養管理指導
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
医師又
は歯科
医師が
行う居
宅療養
管理指
導につ
いて
（留意
事項）

医師又は歯科医師が行う居宅療養管理指導

医師・歯科医師の居宅療養管理指導について〔老企36 第2の6（３）〕

〔算定内容〕
〇介護支援専門員（ケアマネジャー）に対するケアプランの作成等に必要な
情報提供等並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用
する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算
定するもので、原則として、ケアマネジャーに対する情報提供がない場合
は算定できません。

※情報提供を行うのは利用者を担当している介護支援専門員です。
・居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所（地域包括支援センター）
・特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介
護）
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 等

※月に複数回居宅療養管理指導を行う場合でも、毎回情報提供が必要です。
（１か月分をまとめて情報提供することはできません）〔介護報酬Q＆A〕

○利用者がほかの介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じ
て、利用者又は家族の同意を得た上で、当該他の介護サービス事業者等に
介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行います。

○必要に応じて利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における
様々な支援へとつながるよう留意するとともに、診療方針に関して利用者
の意思決定支援を行った場合は、関連する情報について、ケアマネジャー
等に提供するように努めることとします。

〇居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者や、自らケアプ
ランを作成している利用者などの、ケアマネジャーによるケアプランの作
成が行われていない利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合は、ケア
マネジャーへの情報提供なしでも算定できます。

〔「情報提供」及び「指導又は助言」の内容〕
①ケアマネジャーに対する情報提供の方法

・ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加
により行うことを基本とする。（必ずしも文書等による必要はない。）

・サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、
別紙様式１（医師）又は２（歯科医師） （ P41〜P43）を参考に、その
情報提供の要点を記載すること。当該記載について、医療保険の診療録
に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲む等により、他の記
載と区別できるようにすること。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
医師又
は歯科
医師が
行う居
宅療養
管理指
導につ
いて
（留意
事項）

医師又は歯科医師が行う居宅療養管理指導

・サービス担当者会議への参加が困難な場合や会議が開催されない場合等に
おいては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場
合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、別紙様式１又は
２等により、ケアマネジャーに対して情報提供を行う（メール・FAX 等で
も可）ことで足りるものとする。なお、e）においては別紙様式１（医
師）等により情報提供する場合に限る。

㊟別紙様式（診療情報提供書）掲載場所：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
☞P41

・文書等により情報提供を行った場合については、文書等の写しを診療録に
添付する等により保存すること。

②利用者・家族等に対する指導又は助言の方法
・介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導又は助言
は、文書等の交付に行うよう努めること。

・文書等により指導又は助言を行った場合については、文書等の写しを診療
録に添付する等により保存すること。

・口頭により指導又は助言を行った場合については、その要点を記録するこ
と。記載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、
下線又は枠で囲う等により、他の記載と区分できるようにすること。

〔算定回数・算定日について〕
○１人の利用者について、主治の医師及び歯科医師がそれぞれ月２回まで算定

できます。複数の医師及び歯科医師が居宅療養管理指導費を算定することは
できません。

※主治の医師又は歯科医師がやむを得ない事情により訪問できない場合につい
ては、同一医療機関の医師・歯科医師が代わりに訪問して行った場合も算定
できます。〔介護報酬Q＆A〕

○算定日は「当該月の訪問診療又は往診を行った日」です。
○請求明細書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の日又はサービス担当者会

議に参加した場合においては、参加日もしくは参加が困難な場合においては、
文書等を交付した日を記入します。

【提供すべき事項】
a) 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、

生年月日、性別、住所、連絡先等）
b) 利用者の病状、経過等

ｃ) 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
d) 利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会において必要

な支援等
e) 人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
居宅療
養要管
理指導
費

医療機関（病院又は診療所）の薬剤師が行う場合
（一）単一建物居住者１人に対して行う場合 566単位
（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 417単位
（三）（一）及び（二）以外の場合 380単位

薬局の薬剤師が行う場合
（一）単一建物居住者１人に対して行う場合 518単位
（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 379単位
（三）（一）及び（二）以外の場合 342単位

〈医療保険との調整〉
※同一月において、居宅療養管理指導費が算定されている場合には、次の診療報

酬を算定することができません。
ア 服薬管理指導料（㊟）
イ かかりつけ薬剤師指導料（㊟）
ウ かかりつけ薬剤師包括管理料（㊟）
エ 外来服薬支援料
オ 服薬情報等提供料

㊟ただし、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に
係る臨時の投薬が行われた場合には、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤
師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料算定が可能です。

※同一日において、居宅療養管理指導費が算定されている場合には、在宅患者緊
急時等共同指導料を算定することができません。

※医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師の居宅療養
管理指導費を算定できません。ただし、居宅療養管理指導を行った後、患者の
病状の急変等により、往診を行った場合を除きます。〔介護報酬Q＆A〕

居宅療
養要管
理指導
の内容

医療機関の薬剤師が行う場合
在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業

所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者を訪問し、薬学的な管
理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報
提供を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、１月に２回を限度として、
所定単位数を算定する。

薬局薬剤師が行う場合
在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業

所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示に基づき策定した薬学的管理指導計画に
基づき、利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居
宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者の人
数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生
労働大臣が定める者に対して、利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場
合は、１週に２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定する。

薬剤師が行う居宅療養管理指導

【厚生労働大臣が定める者】

イ 末期の悪性腫瘍の者
ロ 中心静脈栄養を受けている者
ハ 注射による麻薬の投与を受けている者
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
薬剤師
が行う
居宅療
養管に
理指導
につい
て（留
意事
項）

薬剤師が行う居宅療養管理指導

薬剤師の居宅療養管理指導について〔老企36 第2の6（4）〕

〔算定内容〕
〇医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の
指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状
況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行います。

○薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に
基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画☞P28を策定し、利用者の居宅を訪問
して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学
的管理指導を行います。

○提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して
積極的に文書等にて提出するよう努めてください。

○提供した居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録（医療機関の薬剤
師は薬剤管理指導計画☞P28薬局薬剤師は薬剤服用歴☞P29）を作成し、指示
を行った医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプ
ランの作成等に必要な情報提供を行います。

○原則として、ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できません。
※ケアマネジャーによるケアプランの作成がない場合は、P22の取り扱いを準
用します。

※月に複数回居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供が必要で
す。（１か月分をまとめて情報提供することはできません）介護報酬Q＆A〕

○利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪
問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事業者等（医師等、訪
問介護事業者、居宅介護支援事業者等）に対して情報提供及び必要な助言を
行います。

○必要に応じて、社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支
援につながる情報を把握し、関連する情報を、指示を行った医師又は歯科医
師に提供するよう努めることとします。提供した文書等の写しがある場合は、
記録に添付する等により保存します。

〔参考〕R3介護報酬に関するQ＆A
【問3】居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、どのような方法で

行えばよいか。

〔答〕 指示を行うにあたっては、当該居宅療養管理指導に係る指示を行う医師又は歯
科医師と同じ居宅療養管理指導事業所に勤務する者に指示する場合や緊急等やむを得な
い場合を除き、診療状況を示す文書、処方箋等（メール、ＦＡＸ等でも可）（以下「文
書等」という。）に、「要訪問」「訪問指導を行うこと」等、指示を行った旨がわかる
内容及び指示期間（６月以内に限る。）を記載すること。ただし、指示期間については、
１か月以内（薬剤師への指示の場合は処方日数（当該処方のうち最も長いもの）又は１
か月のうち長い方の期間以内）の指示を行う場合は記載不要であり、緊急等やむを得な
い場合は後日指示期間を文書等により示すこと
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
薬剤師
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて
（留意
事項）

薬剤師が行う居宅療養管理指導

○利用者の居宅への訪問時における薬学管理指導や多職種連携に当たっての留
意点については「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイ
ド」（以下「ガイド 」という。）等を参照のこと。また、医師、歯科医
師、ケアマネジャー等への情報提供については、ガイド及びガイド別添の報
告様式、お薬問診票及び薬学的評価シートを参考に行ってください。
参考：https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/organization/yakugaku.html

○請求明細書の摘要欄に訪問日を記入します。
○居宅療養管理指導費は医療機関の薬剤師は月２回、薬局薬剤師は月４回を限
度に算定できますが、月２回以上算定する場合は、算定する日の間隔は６日
以上とします。ただし、薬局薬剤師が厚生労働大臣が定める者（P27㊟）に
対するサービス提供については週２回かつ月８回に限り算定できます。

○利用者に投薬された医薬品について、医療機関又は薬局の薬剤師が以下の情
報を知ったときは、原則として、速やかに利用者の主治医に対し、当該情報
を文書により提供するとともに、主治医に相談の上、必要に応じ、利用者に
対する薬学的管理指導を行うものとします。

ア 医薬品緊急安全性情報
イ 医薬品・医療機器等安全性情報

○現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、
居宅療養管理指導費は算定できません。ただし、居住地の変更等により、現
サービスが受けられなくなった場合にはこの限りではありません。 その場合
においても、以前に居宅療養管理指導を行っていた医療機関又は薬局から利
用者の情報を適切に引き継ぐと共に、１月の居宅療養管理指導の算定回数の
上限を超えないよう調整します。

○上記にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保険薬局（以下「在宅基
幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「在宅協力薬局」とい
う。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむ
を得ない事由がある場合には、在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者
又はその家族等に居宅療養管理指導を行うことについて、あらかじめ当該利
用者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅基幹薬局に代わって在
宅協力薬局が居宅療養管理指導を行った場合は居宅療養管理指導費を算定で
きます。なお、居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行います。

○在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養管理指導
を行った場合には、次のとおり、薬剤服用歴の記録等を行います。
ア 在宅協力薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の

内容を共有すること。
イ アを踏まえ、在宅基幹薬局は、居宅療養管理指導の指示を行った医師又は

歯科医師に対する訪問結果についての報告やケアマネジャーに対する必要
な情報提供等を行うこと。

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行った在宅協力薬
局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請求明細書の摘要欄に
在宅協力薬局が当該業務を行った日付等を記載すること。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
薬剤師
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて

薬剤師が行う居宅療養管理指導

〈情報通信機器を用いた服薬指導〉

・在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた服
薬指導（指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場合
は、所定の単位数と合わせて１月に４回（月２回以上算定する場合にあっ
ては、算定する日の間隔は６日以上）に限り４６単位を算定する。ただし、
厚生労働大臣が定める者（ ㊟）に対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を
用いた服薬指導（指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を
行った場合は、１週に２回、かつ、１月に８回を限度として４６単位を算
定する。
※この場合において、麻薬管理指導加算、特別地域加算、医療用麻薬持続注

射療法加算、在宅中心静脈栄養法加算は算定できません。

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規
則（昭和36年厚生省令第１号）及び関連通知に沿って実施してください。

・当該居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して、情報通信機器を用いた
服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行います。

・利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤
服用歴及び服用中の医薬品等について確認します。また、利用者が服用中
の医薬品等について、利用者を含めた関係者が一元的、継続的に確認でき
るよう必要な情報を手帳に添付又は記載します。

・薬剤を利用者宅に配送する場合は、その受領の確認を行います。
・当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を利

用者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等
の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できます。

㊟ 【厚生労働大臣が定める者】

イ 末期の悪性腫瘍の者
ロ 中心静脈栄養を受けている者
ハ 注射による麻薬の投与を受けている者
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
薬剤師
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて
（留意
事項）

薬剤師が行う居宅療養管理指導

〈薬局薬剤師が策定する薬学的管理指導計画〉

○計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。
○計画は、処方医から提供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における

情報提供等に基づき、又は必要に応じ処方医と相談するとともに、他の医療
関係職種（㊟)との間で情報を共有しながら、利用者の心身の特性及び処方薬
剤を踏まえ策定する。
㊟例えば、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医
師等及び訪問看護ステーションの看護師等が想定されています。

○計画には、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、
実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載する。

○策定した計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存する。
○訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを行

う。また、必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及び
他職種から情報提供を受けた場合にも、適宜見直しを行う。

〇必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、居宅療養管理指導の
結果及び療養上の指導に関する留意事項について情報提供することとする。

〈医療機関の薬剤師が記録すべき事項（薬剤管理指導記録）〉
○薬剤管理指導記録には、少なくとも次のアからカまでについて記載しなけれ

ばならない。また、当該記録は最後の記入の日から５年間保存すること。
ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号
イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴
ウ 薬学的管理指導の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重複

投薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置を含む。）
エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点
オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名
カ その他の事項
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
薬剤師
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて
（留意
事項）

薬剤師が行う居宅療養管理指導

〈薬局薬剤師が記録すべき事項（薬剤服用歴） 〉

○薬剤服用歴の記録には、少なくとも以下のアからセについて記載しなければ
ならない。また、当該記録は、サービスの提供の完結の日から５年間保存す
ること。

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、住所、必
要に応じて緊急時の絡先等

イ 処方した医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤日、処方内容
に関する照会の内容等

ウ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴、薬学的管理に必要な利用者の生
活像等

エ 既往歴、合併症の情報、他科受診において加療中の疾患
オ オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報又は特定検

診情報等
カ 併用薬等（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食

品を含む。）の情報及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
等

キ 服薬状況（残薬の状況を含む。）
ク 副作用が疑われる症状の有無（利用者の服薬中の体調の変化を含む。）及

び利用者又はその家族等からの相談事項の要点
ケ 服薬指導の要点
コ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
サ 処方医から提供された情報の要点
シ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、服薬状況、残

薬の状況、投薬後の併用薬材、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作
用等に関する確認、実施した服薬支援措置等）

ス 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
セ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、

当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供
した訪問結果に関する情報の要点
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
薬剤師
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて
（留意
事項）

薬剤師が行う居宅療養管理指導

〈麻薬管理指導加算〉
疼痛緩和のために麻薬（㊟)の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤

の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき100単位を所定
単位数に加算する。ただし、情報通信機器を用いた服薬指導費（P27）を算定し
ている場合は、算定しない。
㊟「麻薬」とは、「麻薬及び向精神薬取締法第２条第１号に規定する麻薬」の

うち、使用薬剤の購入価格（薬価基準）（平成14 年厚労告第87号）に収載さ
れている医薬品（最新の薬価基準を参照すること）を指します。

○麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対して、定期的に、
投与される麻薬の服薬状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬
の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行
うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に算定
します。

○薬局の薬剤師は、処方せん発行医に対して必要な情報提供を行うことが必要
です。

○薬局の薬剤師は、薬剤服用歴の記録に（P29）の記載すべき事項に加えて、少
なくとも次のアからエまでについて記載しなければなりません。
ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理

状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤の併用薬剤、疼痛緩和の状況、
麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等）

イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点（麻薬に係る服薬指導、
残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の服薬状況、疼痛緩
和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含む。）の要点

エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事に
届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支え
ない。）

○医療機関の薬剤師は、薬剤管理指導記録に（P28）の記載すべき事項に加えて、
少なくとも次のアからエまでについて記載しなければなりません。
ア 麻薬に係る薬剤的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬

の状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認等）
イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項（麻薬に係る服薬指導、残

薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）
ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
エ その他の麻薬に係る事項
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
薬剤師
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて
（留意
事項）

薬剤師が行う居宅療養管理指導

医療用麻薬持続注射療法加算 【令和６年６月新設】

厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市に届出を行った指定
居宅療養管理指導事業所において、要件を満たした場合は１回につき250単位を
所定単位数に加算する。
※訪問して行うことが要件のため、情報通信機器を用いた服薬指導（P27）を算

定している場合は、算定できない。

〇在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者又はその家族等に対
して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確
認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指
導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化
（副作用が疑われる症状など）の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、
処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定します。

〇患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の
危害の発生の防止に必要な措置を講じます。

〇必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残
液の状況、保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等
について情報提供します。

〇医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に（P29）の
記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければなり
ません。
・ 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理

状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続
又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症状な
ど）の有無などの確認等）

・ 訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点（麻薬に係る服薬
指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

・ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の投与状況、疼痛緩
和及び患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症状など）等の状況、
服薬指導の要点等に関する事項を含む。）の要点

・ 患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知
事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支え
ない。）

〇麻薬管理指導加算（P30）を算定している場合は算定できません。

【厚生労働大臣が定める施設基準】
イ 麻薬及び向精神薬取締法第３条の麻薬小売業者の免許を受けていること
ロ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第３９条

第１項の高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること

体制届必要
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
薬剤師
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて
（留意
事項）

薬剤師が行う居宅療養管理指導

在宅中心静脈栄養法加算 【令和６年６月新設】

厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして届出を行った指定居宅
療養管理指導事業所において、要件を満たした場合は場合は、１回につき150単
位を所定単位数に加算する。
※訪問して行うことが要件のため、情報通信機器を用いた服薬指導（P27）を算
定している場合は、算定できない。

〇 在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理指導の際に、患家を
訪問し、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患
者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要
な薬学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算
定します。

〇患者に対し２種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法
に使用する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の
医療関係職種に対しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関す
る留意点、輸液バッグの遮光の必要性等について情報提供します。

〇在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に（４）の記載
事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければなりませ
ん。
・訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内
容（輸液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、
輸液製剤による患者の体調の変化（副作用が疑われる症状など）の有無、
薬剤の配合変化の有無などの確認等）

・ 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点（輸液製剤に係る服薬指導、
適切な保管方法の指導等）

・ 処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の
保管管理に関する情報（輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中
の体調の変化（副作用が疑われる症状など）等の状況、服薬指導の要点等
に関する事項を含む。）の要点

【別に厚生労働大臣が定める施設基準】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第３９条第

１項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第３９条
の３第１項の規定による管理医療機器の販売業の届出をおこなっていること

体制届必要
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
居宅療
養要管
理指導
費

（１）居宅療養管理指導費（Ⅰ）
居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、居宅療養管理指導を実施した場合

（一）単一建物居住者１人に対して行う場合 545単位
（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 487単位
（三）（一）及び（二）以外の場合 444単位

（２）居宅療養管理指導費（Ⅱ）
当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設（栄養マネジ

メント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いている
もの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団
法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が運営する栄養ケア・ステーション
との連携により確保した管理栄養士が、居宅療養管理指導を実施した場合

なお、他の居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士を確保し、実施
する場合は、指示を行う医師が所属する居宅療養管理指導事業所が認めた場合は、
管理栄養士が所属する居宅療養管理指導事業所が算定できます。

※医師の指示にあたり指示書を作成する場合は、別紙様式４（P45）の様式例
を参照してください。

（厚労省HP: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html）

（一）単一建物居住者１人に対して行う場合 525単位
（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 467単位
（三）（一）及び（二）以外の場合 424単位

居宅療
養要管
理指導
の内容

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準に
も適合する居宅療養管理指導事業所の管理栄養士等が、計画的な医学的管理を
行っている医師の指示に基づき、利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供およ
び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、１月に２回を限
度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の計画的な医学的管理を
行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行
う必要がある旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄養管理に
係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、その指示の日から30日間に限っ
て、１月に２回を超えて、２回を限度として、所定単位数を算定する。

イ 厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると
医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師
その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも
配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者
又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、
利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計
画を見直していること。

管理栄養士が行う居宅療養管理指導

【厚生労働大臣が定める特別食】〔利用者等告示・十二〕
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量
及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂
質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び
特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く）
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
管理栄
養士が
行う居
宅療養
管理指
導につ
いて
（留意
事項）

管理栄養士が行う居宅療養管理指導

管理栄養士の居宅療養管理指導について〔老企36 第2の6（5）〕

○居宅で療養を行っており、通院による療養が困難な利用者について、医師が
当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場
合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であって、当該
医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成した栄養ケ
ア計画を利用者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計
画に従った栄養管理にかかる情報提供及び栄養食事相談又は助言を３０分以
上行った場合に算定します。

○請求明細書の摘要欄に訪問日を記入します。
○居宅療養管理指導（Ⅱ）を算定する場合、管理栄養士は、居宅療養管理指導

に係る指示を行う医師と十分に連携を図り、判断が必要な場合などに速やか
に連絡が取れる体制を構築しなければなりません。なお、所属が同一か否か
に関わらず、医師から管理栄養士への指示は、居宅療養管理指導の一環とし
て行われるものであることに留意する必要があります。

○心臓疾患等の利用者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の利用者に対する潰瘍食、
侵襲の大きな消化管手術後の利用者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性
大腸炎等により腸管の機能が低下している利用者に対する低残渣食並びに高
度肥満症（肥満度がプラス40％以上またはＢＭＩが30 以上）の利用者に対す
る治療食を含みます。なお、高血圧の利用者に対する減塩食（食塩相当量の
総量が6.0 グラム未満のものに限る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良
となった者も含む。）のための流動食は、短期入所生活介護費、短期入所療
養介護費、介護福祉施設サービス介護保健施設サービス、介護療養施設サー
ビス及び地域密着型介護福祉施設サービスの療養食加算の場合と異なり、居
宅療養管理指導の対象となる特別食に含まれます。

○利用者の計画的な医学管理を行っている医師が、急性増悪等により一時的に
頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別指示を出す場合、特別な指示に係
る内容は、別紙様式５（P48）の様式例を参照のうえ、頻回の栄養管理が必
要な理由等を記録します。指示に基づく居宅療養管理指導の実施に当たって
は、上記を準用し、その栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び
栄養食事相談又は助言を行った場合に、その指示の日から30日間に限って、
１月に２回を超えて、２回を限度として、所定単位数を算定します。ただし、
次ページに記載しているサービス提供のプロセスのうち実施する内容につい
ては、介入の頻度や利用者の状態により判断して差し支えありません。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
管理栄
養士が
行う居
宅療養
管理指
導につ
いて
（留意
事項）

管理栄養士が行う居宅療養管理指導

○管理栄養士による居宅療養管理指導の栄養アセスメント等にあたっては別途
通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的
取組について」）を参照してください。

○栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、モニタリング、評
価等については、別紙様式4-2-1、4-2-2の様式例（P46〜47）を参照くださ
い。（必要事項の記載があれれば、別の様式を利用して差し支えありませ
ん。）

○必要に応じて、社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支
援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った歯科医師に提供す
るよう努めることとします。

〈サービス提供のプロセス〉
管理栄養士の行う居宅療養管理指導は、次のアからケまでに掲げるプロセス

を経ながら実施します。
ア 利用者の低栄養状態のリスクを把握します。 →「栄養スクリーニング」
イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握します。

→「栄養アセスメント」
ウ 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看護師、薬
剤師その他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・嚥下機能及び食形
態にも配慮された栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、栄
養食事相談に関する事項（食事に関する内容、利用者又は家族が主体的に
取り組むことができる具体的な内容及び相談の実施方法等）、解決すべき
事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計
画を作成します。また、作成した栄養ケア計画については、居宅療養管理
指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ます。

エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供及び栄養
食事相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄
養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直
しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正します。

オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合には、当該利
用者に係る居宅療養管理指導の指示を行った医師を通じ、介護支援専門員
に対して情報提供を行います。

カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、
栄養状態のモニタリングを行い、居宅療養管理指導に係る指示を行った医
師に対する報告を行います。なお、低栄養状態のモニタリングにおいては、
利用者個々の身体状況等を勘案し必要に応じて体重を測定するなど、ＢＭ
Ｉや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握を行います。

キ 利用者について、概ね３月を目途として、低栄養状態のリスクについて、
栄養スクリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職種と共同して当
該計画の見直しを行います。

ク 管理栄養士は、利用者ごとの栄養ケアの提供内容の要点を記録します。な
お、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等により保存し
ます。

ケ P3に示すサービス提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管
理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、記録とは別に管理栄
養士の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録す
る必要はありません。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
管理栄
養士が
行う居
宅療養
管理指
導につ
いて
（留意
事項）

管理栄養士が行う居宅療養管理指導

〈栄養ケア計画〉
〇栄養ケア計画の作成

医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同
して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮して作成します。

〇栄養ケア計画の説明・同意及び交付
作成した栄養ケア計画は、居宅療養管理指導の対象となる利用者又はそ

の家族に説明し、その同意を得た上で交付します。
〇栄養ケア計画に基づく栄養管理等の実施及び記録の作成

利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行うとともに、利用者又は
その家族に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利
用者の栄養状態を定期的に記録します。

〇栄養ケア計画の進捗状況の評価及び評価の見直し
利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて

当該計画を見直します。

〈指示を行った医師〉
○当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、訪問診療の結果等に基づ

き指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア計画を添付する
等により保存します。

○栄養ケア計画に基づき、実際に居宅療養管理指導を行う管理栄養士に対して
指示等を行い、指示等の内容の要点を記載します。

○栄養ケア計画の見直しに当たっては、管理栄養士の報告を受け、医師の訪問
診療の結果等に基づき、指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄
養ケア計画を添付する等により保存します。

○なお、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に記載及び添付する
こととしても差し支えありませんが、記載については、下線又は枠で囲う
等により、他の記載と区別します。

〔参考〕R6介護報酬に関するQ＆A（Vol.1）
【問92】管理栄養士の居宅療養管理指導において、一時的に頻回の栄養管理を行う

必要がある旨の特別の指示は、同月に２回の指示を出すことはできるか。
〔答〕できない。一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示は、その指

示の終了する日が属する月に出すことはできない。

【問93】医師が訪問診療を行った同日に管理栄養士による居宅療養管理指導を実施
した場合、算定をできるか。

〔答〕できる。
※管理栄養士による居宅療養管理指導については、平成15年度介護報酬改定に関す

るQ＆A（Vol.151）（平成15年5月30日）問6を適用せず、上記Q＆Aを適用する。

【H15介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.151）（平成15年5月30日）】
〔問6〕訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定につ
いて

〔答〕医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師・管理
栄養士の居宅療養管理指導を算定できない。ただし、医療機関の薬剤師・管
理栄養士の居宅療養管理指導を行った後、患者の病状の急変等により、往診
を行った場合についてはこの限りではない。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
居宅療
養要管
理指導
費

（１）単一建物居住者１人に対して行う場合 362単位
（２）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 326単位
（３）（１）及び（２）以外の場合 295単位

居宅療
養要管
理指導
の内容

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準に
も適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員（以
下「歯科衛生士等」という。）が、利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医
師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居
住者の人数に従い、１月に４回（がん末期の利用者については、１月に６回）を
限度として、所定単位数を算定する。

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（その実施に同意
する者に限る。）に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用
者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ご
との口腔衛生状態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成してい
ること。

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口
腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行って
いるとともに、利用者またはその家族等に対して、実地指導に係る情報提供
及び指導または助言を行い、定期的に記録していること。

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当
該計画を見直していること。

歯科衛
生士等
の居宅
療養管
理指導
につい
て（留
意事
項）

歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導

歯科衛生士等の居宅療養管理指導について 〔老企36 第2の6（6）〕

○訪問歯科診療を行った利用者またはその家族等に対して、当該訪問診療を
行った歯科医師の指示に基づき、当該医療機関に勤務（常勤又は非常勤）す
る歯科衛生士等が、利用者の居宅を訪問して、利用者またはその家族の同意
及び訪問診療の結果等に基づき作成した管理指導計画を利用者またはその家
族等に対して交付するとともに、当該管理指導計画に従った療養上必要な実
地指導を１人の利用者に対して歯科衛生士等が１対１で２０分以上行った場
合について算定します。

○居宅療養管理指導を行った時間とは、実際に指導を行った時間であり、指導
のために準備や利用者の移動に要した時間等は含みません。

○実地指導が単なる日常的な口腔清掃等であるなど、療養上必要な指導に該当
しないと判断される場合は算定できません。

○請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師が
訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日を記入します。

○指示を行った歯科医師の訪問診療の日から起算して３月以内に行われた場合
に算定します。

○医療機関に勤務する歯科衛生士等が、当該医療機関の歯科医師からの指示、
管理指導計画に係る助言等（以下「指示等」という。）を受け、居宅に訪問
して実施した場合に算定します。なお、終了後は、指示等を行った歯科医師
に報告します。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
歯科衛
生士等
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて
（留意
事項）

歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導

○歯科衛生士等は、実地指導に係る記録を別紙様式３（※）(P44 )等により作成
し、交付した管理指導計画を当該記録に添付する等により保存します。

（※）厚労省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

○歯科衛生士等は、指導の対象となった利用者ごとに、利用者氏名、訪問先、
訪問日、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に
関する要点、医療機関の歯科医師からの直接の指示、管理指導計画に係る助
言等（以下「指示等」という。）、歯科医師の訪問に同行した場合は当該歯
科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った
歯科医師に報告します。

○利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必要である場合も
想定されることから、その疑いがある場合は、利用者又は家族等の同意を得
て、指示を行った歯科医師や、当該歯科医師を通じ介護支援専門員等への情
報提供を行うなどの適切な措置を講じます。

○必要に応じて、社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支
援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った歯科医師に提供す
るよう努めることとします。

〈サービス提供のプロセス〉
歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導は、次のアからキまでに掲げるプロセ

スを経ながら実施します。

ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嚥下機能等）のリスクを把握します
→「口腔機能スクリーニング」

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握します
→「口腔機能アセスメント」

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が
共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清掃、有床義歯の
清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機能の維持・向上に必
要な実地指導、歯科保健のための食生活指導等）、解決すべき課題に対し関
連職種が共同して取り組むべき事項等を別紙様式３ (P44 )等により記載し、
利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や、訪問頻度等の具体的
な計画を含めた管理指導計画を作成します。また、作成した管理指導計画に
ついては、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ます。

エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施するとともに、
管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃方法の変更の必要性、関連職種が共
同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修
正します。

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、
口腔機能のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導に係る指示を行った
歯科医師に対する報告を行います。なお、口腔機能のモニタリングにおいて
は、口腔衛生の評価、反復唾液嚥下テスト等から利用者の口腔機能の把握を
行います。
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居宅療養管理指導（報酬算定関係）

項目 概要、注意事項
歯科衛
生士等
が行う
居宅療
養管理
指導に
ついて
（留意
事項）

歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導

カ 利用者について、おおむね３月を目途として、口腔機能のリスクについて、
口腔機能スクリーニングを実施し、当該居宅療養管理指導に係る指示を行っ
た歯科医師に報告し、歯科医師による指示に基づき、必要に応じて管理指導
計画の見直しを行います。なお、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科
医師その他の職種と共同して行います。

キ 居宅省令第91条で準用する第19条に規定するサービス提供の記録においては、
利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生士等が利用者の状態を定期的に記
録する場合は、当該記録とは別に歯科衛生士等の居宅療養管理指導費の算定
のために利用者の状態を定期的に記録する必要はありません。

〈管理指導計画〉
〇管理指導計画

歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯
科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂
食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成します。

〇管理指導計画の説明、同意及び交付
作成した管理指導計画については、居宅療養管理指導の対象となる利用者

又はその家族に説明し、その同意を得た上で交付します。
〇管理指導計画に基づく実地指導等の実施及び記録の作成

利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口
腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行うと
ともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導
又は助言を行い、定期的に記録します。

〇管理指導計画の進捗状況の評価及び計画の見直し
利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し必要に応じて計画

を見直します。

〈指示を行った歯科医師について〉
○当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師は、訪問診療の結果等に

基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付す
る等により保存します。

○管理指導計画に基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士等に対して指示等
を行い、指示等の内容の要点を記載します。

○管理指導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報告を受け、歯科医師
の訪問診療の結果等に基づき、指示した内容（療養上必要な実地指導の継続
の必要性等）の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付する等に
より保存します。なお、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に
記載及び添付することとしても差し支えありませんが、記載については、下
線又は枠で囲う等により、他の記載と区分します。
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別紙様式１ 

指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書（居宅療養管理指導・医師） 

       年    月    日 
情報提供先事業所      
担当     殿 

医療機関名      
医療機関所在地      
電話番号       
FAX 番号       
医師氏名                                

基本情報 

利用者氏名 

（ふりがな） 
男 

・ 

女 

〒      － 

  

  

      年     月     日生(    歳)    連絡先       (     ) 

利用者の病状、経過等 

(１) 診断名（特定疾病または生活機能低下の直接の原因となっている傷病名については１.に記入）及び発症年月日 

    １．                                     発症年月日  （         年     月     日頃 ） 

    ２．                                     発症年月日  （         年     月     日頃 ） 

    ３．                                     発症年月日  （         年     月     日頃 ） 

(２) 生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容 

〔前回の情報提供より変化のあった事項について記入〕 

 

(３) 日常生活の自立度等について 

・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 

・認知症高齢者の日常生活自立度            

 

□自立  □J1  □J2  □A1   □A2   □B1   □B2  □C1  □C2 

□自立  □Ⅰ  □Ⅱa  □Ⅱb □Ⅲa  □Ⅲb □Ⅳ  □Ｍ 

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等 

(１) 現在あるかまたは今後発生の可能性の高い生活機能の低下とその対処方針 

□尿失禁 □転倒・骨折   □移動能力の低下 □褥瘡 □心肺機能の低下  □閉じこもり  □意欲低下    □徘徊   

□低栄養 □摂食・嚥下機能低下  □脱水 □易感染性  □がん等による疼痛  □その他（                 ） 

→ 対処方針 （                                                                                     ） 

(２) サービスの必要性（特に必要性の高いものには下線を引いて下さい。予防給付により提供されるサービスを含みます。） 

□訪問診療                □訪問看護          □訪問歯科診療    □訪問薬剤管理指導 

□訪問リハビリテーション  □短期入所療養介護  □訪問歯科衛生指導  □訪問栄養食事指導 

□通所リハビリテーション   □その他の医療系サービス（                     ）   

(３) サービス提供時における医学的観点からの留意事項 

□起居動作  □移動    □運動    □排泄    □睡眠   

□入浴    □摂食    □嚥下    □血圧    □その他（                                ）  

→ 対処方針 （                                                                                     ） 

利用者の日常生活上の留意事項・社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等 

(１) 利用者の日常生活上の留意事項 

 

(２)社会生活面の課題と地域社会において必要な支援 

社会生活面の課題 □特になし □あり 

（                                                                                                 ） 

→ 必要な支援（                                                                                    ） 

(３) 特記事項 
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人生の最終段階における医療・ケアに関する情報  

※本人の意思は変わりうるものであり、本記載が最新の意向を反映しているとは限らないため、常に最新の意向の確認が必要であることについて十分に留意すること 

(１) 意向の話し合い 

 □本人・家族等との話し合いを実施している（最終実施日：    年   月   日） 

 □話し合いを実施していない （ □本人からの話し合いの希望がない □それ以外 ） 

※（２）から（５）は、本人・家族等との話し合いを実施している場合のみ記載 

(２)本人・家族の意向 

□下記をご参照ください  □別紙参照（記載した書類等：                                 ）                    

(３) 話し合いの参加者 

 □本人 □家族（氏名：            続柄：    ）（氏名：           続柄：    ） 

 □医療・ケアチーム  □その他（                                   ） 

(４)医療・ケアに関して本人または本人・家族等と医療・ケアチームで話し合った内容 

(５)その他（上記のほか、人生の最終段階における医療・ケアに関する情報で介護支援専門員と共有したい内容） 
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指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書（居宅療養管理指導・歯科医師） 

     年    月    日 
情報提供先事業所      
担当     殿 

医療機関名      
医療機関所在地      
電話番号       
FAX 番号       
歯科医師氏名                               

基本情報 

利用者氏名 

（ふりがな） 
男 

・ 

女 

〒      － 

  

  

      年     月     日生    連絡先       (     ) 

利用者の病状、経過等 

(１) 情報提供の目的 

 

(２) 病状、経過等 

□ 口腔衛生状態不良 

□ う蝕等 

□ 歯周病 

□ 口腔粘膜疾患（潰瘍等） 

□ 義歯の使用（□ 部分  □ 全部） 

□ 臼歯部咬合（□ 良好  □ 不良） 

□ 義歯の問題（□ 義歯新製が必要な欠損 □ 義歯破損・不適合等）  

□ 摂食嚥下機能の低下 

□ 口腔乾燥  

□ その他（                                 ） 
 

□ 配慮すべき基礎疾患（                           ） 

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等 
(１) 必要な歯科治療 

□ う蝕治療     □ 冠・ブリッジ治療    □ 義歯の新製や修理等 

□ 歯周病の治療   □ 口腔機能の維持・向上  □ その他（             ）   

(２) 利用すべきサービス 

□ 居宅療養管理指導（□ 歯科医師 □ 歯科衛生士） □ その他（         ） 

(３) その他留意点 

□ 摂食嚥下機能  □ 誤嚥性肺炎  □ 低栄養  □ その他（         ） 

(４) 連携すべきサービス 

□ 特になし □ あり（       ） 

→必要な支援（          ） 

利用者の日常生活上の留意事項・社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等 
(１) 利用者の日常生活上の留意事項 

 

(２)社会生活面の課題と地域社会において必要な支援 

社会生活面の課題 □ 特になし □ あり

（                                                              ） 

→ 必要な支援（                                           ） 

(３) 特記事項 
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 歯科衛生士等による居宅療養管理指導に係る口腔の健康状態の評価・管理指導計画 
１ 基本情報 

※嚥下調整食の分類、誤嚥性肺炎の発症等について介護保険施設と連携を図り把握するよう努めるとともに、6 月以内の状況について記載すること。 

２ 口腔の健康状態の評価・再評価（口腔に関する問題点等） 

３ 居宅療養管理指導計画                  利用者家族に説明を行った日       年 月 日 

４ 実施記録 

利用者氏名 

（ふりがな）  

 

 年     月   日生 

男 

・ 

女 

 

食形態 □ 経口摂取（□ 常食 □ 嚥下調整食（□ ４ □ ３ □ ２－２ □ ２－１ □ １ｊ □ ０ｔ □ ０ｊ）） 

□ 経腸栄養 □ 静脈栄養  

義歯の使用 □ あり （ □ 部分 ・ □ 全部）  □ なし 

誤嚥性肺炎の発症・罹患 □ あり （直近の発症年月：      年   月）  □ なし 

記入者・記入年月日 （氏名）      年   月   日 

口腔衛生状態 口臭 

歯の汚れ 

義歯の汚れ 

舌苔 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

口腔機能の状態 奥歯のかみ合わせ 

食べこぼし 

むせ 

口腔乾燥 

舌の動きが悪い 

ぶくぶくうがい※ 

※ 現在、歯磨き後のうがいをしている場合に限り確認 

□ 良好   □ 不良    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ できる   □ できない □ 分からない 

（以下の評価は歯科医師の判断により必要に応じて実施） 

歯科疾患等 歯数  

歯の問題（う蝕、破折、脱離、残根歯等） 

義歯の問題（不適合、破損、必要だが使用していない） 

歯周病 

粘膜の問題（潰瘍等） 

（        ）歯 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

□ あり    □ なし    □ 分からない 

特記事項  

初回作成日       年   月   日 作成（変更）日      年   月   日 

記入者 歯科医師：                      歯科衛生士： 

目標 □ 歯科疾患（□ 重症化防止 □ 改善） 

□ 口腔衛生（□ 自立 □ 介護者の口腔清掃 

技術の向上 □ 専門職の定期的な口腔清掃等） 

□ 摂食嚥下機能（□ 維持 □ 改善） 

□ 食形態（□ 維持 □ 改善） 

□ 栄養状態（□ 維持 □ 改善）  

□ 誤嚥性肺炎の予防 

□ その他（               ）         

実施内容 □ 口腔清掃    □ 口腔清掃に関する指導 

□ 義歯の清掃      □ 義歯の清掃に関する指導 

□ 摂食嚥下等の口腔機能に関する指導 

□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導 

□ その他（       ） 

訪問頻度 □ 月４回程度 □ 月２回程度 □ 月 1 回程度 □ その他（         ） 

関連職種との連携  

訪問日    年  月  日  時  分 ～  時  分  実施者  

訪問先 □ 自宅 □ 認知症グループホーム □ 特定施設（有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム ） 

歯科医師の同行の有無 □ なし □ あり         年  月  日  時  分 ～  時  分 

実地指導の要点 □ 口腔清掃         □ 口腔清掃に関する指導 

□ 義歯の清掃     □ 義歯の清掃に関する指導 

□ 摂食嚥下等の口腔機能に関する指導 

□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導 

□ その他 （                ） 

解決すべき課題  

特記事項 □ 実地指導に係る情報提供・指導（         ） 

□ 管理指導計画の見直しを含めた歯科医師からの指示（         ） 

別紙様式３ 
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居宅療養管理指導（管理栄養士） 指示書 （様式例） 別紙様式４

指示日　　　　　　　　　　 年　　　 　月　 　　　日 

ふりがな 生年月日

氏名 様 　　　　　　年　 　　月　　　 日 （　　　　　歳）

身長 体重 BMI 検査値・服薬内容 □ 別紙添付有り

cm kg kg/㎡

＜疾患名＞

＜対象となる特別食等＞

□腎臓病食 □肝臓病食 □糖尿病食 □胃潰瘍食

□貧血食 □膵臓病食 □脂質異常症食 □痛風食

□高血圧・心臓食 □経管栄養のための濃厚流動食 □嚥下困難のための流動食

□特別な場合の検査食 □低栄養状態

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＜指導内容＞

□食形態の調整 □エネルギー摂取量の調整 □たんぱく質摂取量の調整

□脂質摂取量の調整 □ビタミン摂取量の調整 □ミネラル摂取量の調整

□その他

＜上記詳細・その他の内容・目標＞

＜留意事項＞

＜指示栄養量＞

 エネルギー　： kcal/日 その他

 たんぱく質 　： g/日

 脂質　　　　　：　 g/日

医療機関・施設名

医師名：

御中 医療機関・施設名：

上記の通り、栄養管理を依頼します。
電話番号：

FAX：

男
・
女

※記載例：カリウム 1500mg以下/日
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別紙様式4-2-1
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別紙様式4-2-2  



居宅療養管理指導（管理栄養士） 特別追加訪問指示書 別紙様式５

指示期間：　  　　　 年  　　 　月　　   　日   から30日間

ふりがな 生年月日

氏名

様 　　　　　　年　 　　月　　　 日 （　　　　　歳）

＜病状・主訴＞

＜一時的に管理栄養士による居宅療養管理指導が頻回に必要な理由＞

＜栄養に関する具体的な指示事項・留意事項等＞

上記の通り、指示いたします。

医療機関・施設名 医師名：

医療機関・施設名：

電話番号：

管理栄養士様 FAX：

男
・
女
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】
 令和　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０

33
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令和　　年　　月　　日
岡山市事業者指導課あて
Mail:ji2_shidou@city.okayama.jp
Fax : 086-221-3010

mailto:ji2_shidou@city.okayama.jp


令和７年度 岡山市集団指導（介護保険）に関するアンケート（訪問系サービス） 

 

集団指導に出席した事業所は下記リンクからアンケート（３問）の回答をお願いします。 

複数事業所を運営している場合は事業所ごとにご回答ください。 

 

回答期限 令和８年３月２１日（土） 

 

お問い合わせ 岡山市事業者指導課訪問居宅事業者係 電話 086-212-1012 

 

 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-okayama-okayama-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=54975 
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